
 

 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。  

  令和６年３月 29日  

大 阪 市 人 事 委 員 会  

委員長  西村  捷三  

大阪市人事委員会規則第４号  

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則  

 管理職員等の範囲を定める規則（昭和 41年大阪市人事委員会規則第２号）の一部を

次のように改正する。  

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。  

改正後  改正前  

別表  

[表  別紙２  挿入 ]  

別表  

[表  別紙１  挿入 ] 

備考  表中及び表中に挿入される別紙の [ ]の記載は注記である。  

   附  則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

  



 

[別表  別紙１ ]  

機関  職  

[同左 ] 

市長部局  内部部局  [同左 ] 

  [同左 ] 

 〔財政局〕  

  税務総長、市債権回収対策室長、財務課長

代理、財源課長代理、総務担当課長代理、

財政調査担当課長代理、管理課長代理、担

当係長（総務担当、財務担当、財政調査担

当、財源調整担当、税制企画担当及び管理

担当（総括担当に限る。））  

 

  [同左 ] 

 〔健康局〕  

  新型コロナウイルスワクチン接種推進監、

首席医務監、保健医療企画室長、医務監、

総務課長代理、担当係長（庶務担当及び人

事担当）  

 〔こども青少年局〕  

  こどもの貧困対策推進室長、医務監、総務

課長代理、管理課長代理、保育所運営課長

代理、担当係長（庶務担当及び人事担当）  

 

  [同左 ] 

[同左 ] 



 

 中央卸売市

場  

市場長、担当部長、本場長、東部市場長、南港

市場長、担当課長、主幹、総務担当課長代理、

担当係長（庶務担当）  

[同左 ] 

中央こども

相談センタ

ー  

所長、副所長、企画調整担当部長、担当課長、

主幹  

[同左 ] 

[同左 ] 

教育委員会

事務局（学

校を除く教

育機関を含

む。）  

[同左 ] 

教育センタ

ー  

[同左 ] 

[同左 ] 

  



 

[別表  別紙２ ]  

機関  職  

[略 ] 

市長部局  内部部局  [略 ] 

  [略 ] 

 〔財政局〕  

  税務総長、市債権回収対策室長、財務課長

代理、財源課長代理、総務担当課長代理、

財政調査担当課長代理、税制企画担当課長

代理、管理課長代理、担当係長（総務担

当、財務担当、財政調査担当、財源調整担

当、税制企画担当及び管理担当（総括担当

に限る。））  

  [略 ] 

 〔健康局〕  

  首席医務監、保健医療企画室長、医務監、

総務課長代理、担当係長（庶務担当及び人

事担当）  

 

 〔こども青少年局〕  

  こどもの貧困対策推進室長、医務監、総務

課長代理、人事・勤務条件担当課長代理、

保育所運営課長代理、担当係長（庶務担当

及び人事担当）  

  [略 ] 

[略 ] 



 

 中央卸売市

場  

市場長、担当部長、本場長、東部市場長、南港

市場長、課長、主幹、総務課長代理、担当係長

（庶務担当）  

[略 ] 

中央こども

相談センタ

ー  

所長、副所長、担当課長、主幹  

[略 ] 

[略 ] 

教育委員会

事務局（学

校を除く教

育機関を含

む。）  

[略 ] 

総合教育セ

ンター  

[略 ] 

[略 ] 

 


